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税務・会計の
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！

中小企業投資促進税制のポイント

的
に
見
込
め
ず
、
ま
ず
は
取
得
事
業

年
度
の
税
金
を
で
き
る
限
り
減
ら
し

た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
特
別

償
却
の
選
択
も
妥
当
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
、
翌
事

業
年
度
以
降
の
課
税
所
得
の
見
込
み

も
考
慮
し
て
選
択
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。 

（
お
わ
り
）

制
度
の
概
要

法
人
税
に
は
、
中
小
企
業
が
比
較

的
利
用
し
や
す
い
設
備
投
資
に
係
る

減
税
措
置
と
し
て
中
小
企
業
投
資
促

進
税
制
（
租
税
特
別
措
置
法
42
条
の
６
）

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
の
対
象
に
な
る
と
、
取

得
・
製
作
し
た
資
産
の
取
得
価
額（
船

舶
は
取
得
価
額
の
75
％
）
の
30
％
を

特
別
償
却
と
し
て
通
常
の
減
価
償
却

費
に
上
乗
せ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
し
く
は
、
取
得
価
額
（
船
舶
は
取

得
価
額
の
75
％
）
の
７
％
を
法
人
税

額
か
ら
控
除
で
き
ま
す
（
但
し
、
法

人
税
額
の
20
％
が
限
度
）。

特
別
償
却
の
制
度
の
対
象
と
な
る

法
人
は
、
中
小
企
業
者
ま
た
は
農
業

協
同
組
合
等
で
、
青
色
申
告
書
を
提

出
す
る
法
人
で
す
。
中
小
企
業
者
と

は
、次
の
⑴
、⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
法
人
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑴ 

資
本
金
ま
た
出
資
金
１
億
円
以
下

の
法
人
の
う
ち
、
①
同
一
の
大

規
模
法
人
か
ら
資
本
金
の
50
％

以
上
の
出
資
を
受
け
て
い
る
法

人
、
②
二
つ
以
上
の
大
規
模
法

人
か
ら
資
本
金
の
２
／
３
以
上

の
出
資
を
受
け
て
い
る
法
人

―
を
除
い
た
も
の
。

⑵ 

資
本
金
ま
た
は
出
資
金
の
な
い
法

人
で
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が

１
０
０
０
人
以
下
の
法
人
。

な
お
、
大
規
模
法
人
と
は
、
資
本

金
ま
た
は
出
資
金
の
額
が
１
億
円
を

超
え
る
か
、
あ
る
い
は
資
本
ま
た
は

出
資
を
有
し
な
い
法
人
で
も
常
時
使

用
す
る
従
業
員
が
１
０
０
０
人
を
超

え
る
法
人
を
指
し
ま
す
。

一
方
の
税
額
控
除
制
度
の
対
象
と

な
る
法
人
は
、
特
別
償
却
の
制
度
の

対
象
と
な
る
法
人
の
う
ち
資
本
金
の

額
ま
た
は
出
資
金
の
額
が
３
０
０
０

万
円
以
下
の
法
人
で
す
。
従
っ
て
資

本
金
３
０
０
０
万
円
超
の
会
社
は
特

別
償
却
し
か
選
択
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
事
業
は
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
お
り
ま
す
が
、料
亭
、バ
ー
、

キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
等
、

娯
楽
業
（
映
画
業
以
外
）、
物
品
賃

貸
業
は
除
か
れ
る
な
ど
、
対
象
と
な

ら
な
い
事
業
も
あ
り
ま
す
の
で
留
意

が
必
要
で
す
。

対
象
と
な
る
資
産
の
概
要

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
資
産
は
、

平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
（
平
成
24

年
度
改
正
で
２
年
延
長
と
な
り
ま
し

た
）
に
取
得
・
製
作
さ
れ
一
定
の
事

業
（
前
述
）
の
用
に
供
し
た
一
定
の

資
産
で
、
そ
の
概
要
は
表
の
と
お
り

で
す
。
な
お
、
新
品
の
も
の
の
み
が

対
象
で
中
古
の
資
産
に
つ
い
て
は
制

度
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
は
、
資

産
を
取
得
・
製
作
し
事
業
の
用
に
供

し
た
事
業
年
度
で
申
告
書
に
一
定
の

記
載
を
し
た
場
合
に
限
り
適
用
と
な

る
も
の
で
す
。
購
入
後
何
年
も
経
っ

て
か
ら
気
が
つ
い
て
も
適
用
は
あ
り

ま
せ
ん
。
資
産
を
取
得
し
た
事
業
年

度
に
、
取
得
価
額
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
資
産
が
あ
る
か
な
ど
、
資
産

の
種
類
ご
と
に
判
定
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

●今回の先生／
　 公認会計士・税理士の大沢日出夫氏

ト
ラ
ッ
ク
は
ど
う
な
る
か
？

な
お
、
対
象
資
産
の
う
ち
一
般
的

に
購
入
す
る
機
会
が
多
い
と
考
え
ら

れ
る
車
両
運
搬
具
（
ト
ラ
ッ
ク
）
に

つ
い
て
は
い
く
ら
以
上
の
も
の
が
適

用
対
象
に
な
る
と
い
う
金
額
の
要
件

が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
①
貨
物

の
運
送
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
か
、

②
車
両
総
重
量
が
３
・
５
ト
ン
以
上

の
普
通
自
動
車
か
の
２
点
を
具
体
的

に
ど
の
よ
う
に
判
定
す
る
か
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
り
ま
す
。

貨
物
の
運
送
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
か
は
、「
車
検
証
の『
最
大
積
載
量
』

欄
に
記
載
が
あ
る
こ
と
」「
実
際
に

そ
の
自
動
車
を
貨
物
の
運
送
の
用
に

供
し
て
い
る
こ
と
」
の
２
点
を
満
た

す
か
ど
う
か
で
判
定
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
車
両
総
重
量
が
３
・

５
ト
ン
以
上
か
、普
通
自
動
車
か
は
、

車
検
証
の
記
載
で
判
定
し
ま
す
。

ト
ラ
ッ
ク
を
購
入
し
た
場
合
、
適

用
対
象
と
な
る
も
の
か
ど
う
か
、
車

検
証
の
記
載
を
確
認
し
、
適
用
漏
れ

が
な
い
よ
う
留
意
が
必
要
で
す
。

特
別
償
却
と
税
額
控
除
の

ど
ち
ら
を
選
択
す
る
べ
き
か

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
は
、

特
別
償
却
の
制
度
と
税
額
控
除
の
制

度
が
あ
り
、
一
つ
の
資
産
に
つ
い
て

両
方
の
適
用
は
で
き
ず
、
ど
ち
ら
か

を
選
択
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な

お
、
資
本
金
３
０
０
０
万
円
超
の
会

社
に
つ
い
て
は
特
別
償
却
し
か
適
用

が
な
い
の
は
前
述
の
と
お
り
で
す
。

資
本
金
３
０
０
０
万
円
以
下
の
会

社
の
場
合
、特
別
償
却
と
税
額
控
除
、

ど
ち
ら
を
選
択
す
れ
ば
有
利
な
の
か

条
件
を
単
純
化
し
た
設
例
で
計
算
し

て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

〈
前
提
・
仮
定
条
件
〉

・ 

法
人
税
率
は
30
％
と
し
て
計
算
す

る
。

・ 

購
入
し
た
資
産
の
取
得
価
額
は
１

０
０
０
。

・ 

住
民
税
・
事
業
税
の
計
算
は
考
慮

し
な
い
。

・ 

税
額
控
除
は
適
用
年
度
に
全
額
控

除
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
結
果
だ
け
を
み
る
と
、
特
別

償
却
を
選
択
し
た
ほ
う
が
減
税
額
が

20
多
い
の
で
、
有
利
に
思
え
ま
す
。

し
か
し
、
特
別

償
却
の
額
は
、

取
得
事
業
年
度

に
計
上
し
な

か
っ
た
場
合
に

は
翌
事
業
年
度

以
降
、
通
常
の

減
価
償
却
費
の

計
算
で
い
ず
れ

は
計
上
さ
れ
る

も
の
で
す
。
将

来
の
減
価
償
却

費
を
前
倒
し
で

計
上
し
て
取
得

事
業
年
度
の
税

金
を
減
ら
し
て

い
る
だ
け
で
、
耐
用
年
数
の
期
間
全

体
で
考
え
れ
ば
計
上
の
タ
イ
ミ
ン
グ

が
異
な
る
だ
け
で
す
。
一
方
、
税
額

控
除
は
法
人
税
額
そ
の
も
の
か
ら
差

し
引
け
る
制
度
で
、
差
し
引
い
た
税

金
を
後
で
多
く
納
税
す
る
と
い
う
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

税
額
控
除
に
は
枠
が
あ
り
、
こ
の

制
度
を
適
用
す
る
前
の
法
人
税
額
の

20
％
が
上
限
と
な
り
ま
す
（
な
お
、

枠
を
超
え
た
分
は
１
年
間
だ
け
繰
り

越
せ
ま
す
）
が
、
毎
期
毎
期
、
課
税

所
得
を
安
定
的
に
計
上
し
て
い
る
よ

う
な
会
社
は
、
長
期
間
を
通
し
て
考

え
る
と
一
般
的
に
税
額
控
除
の
ほ
う

が
有
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
課
税
所
得
の
発
生
が
安
定

① 特別償却を選択した場合の減税額
　1000×30％（償却率）×30％（税率）＝90

② 税額控除を選択した場合の減税額
　1000×７％＝70

資産の種類 取得価額の要件 その他の要件等
機械および装置 １台または１基の取得価額が160万円以上

インターネットに接続
されたデジタル複合機 １台または１基の取得価額が120万円以上

平成24年３月31日以前に取得等して事業に使用したものは
取得価額の合計が１事業年度で120万円以上の場合も適用
可（注１）

電子計算機 １台または１基の取得価額が120万円以上、または取得価額
の合計が１事業年度で120万円以上

性能について一定の要件有り。同時に設置する附属入出力
装置も含む。少額減価償却資産、一括償却資産の対象とし
たものは120万円の集計から除外

測定工具および検査
工具、試験または測定

機器（注２）

１台または１基の取得価額が120万円以上、または１台また
は１基の取得価額が30万円以上で、取得価額の合計が１事
業年度で120万円以上

平成24年４月１日以後取得・製作のものから適用

ソフトウェア 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上、または１事業年
度において取得価額の合計が70万円以上

複写して販売するための原本、開発研究用のソフトウェアは
対象外。また、サーバーのOS等で一定要件を満たすもの以
外は対象外。平成24年３月31日以前に取得等したサーバー
のOS等は対象外（注３）。少額減価償却資産、一括償却資
産の対象としたものは70万円の集計から除外

車両運搬具 貨物の運送の用に供される普通自動車で車両総重量が3.5
トン以上

船舶 内航海運業の用に供されるもの

【表】

（注１）平成24年度改正で取得価額の要件が変更されています。（注２）平成24年度改正で追加されています。　（注３）平成24年度改正でソフトウェアの対象の範囲が変更されています。


